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改  正  後 改  正  前 

カード規定 

 

１．（カードの利用） 

普通貯金（利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型（決済用）、総合口座取引および総合口座

(普通貯金無利息型)取引の普通貯金を含みます。以下、同じです。）、貯蓄貯金について発行したキャッシ

ュカード（ＩＣチップを搭載したＩＣキャッシュカードを含みます。）およびカードローンについて発行

したローンカード（以下、これらを「カード」といいます。）は、同一名義で当会に開設された全ての貯

金口座または貸越口座について、次の場合に利用することができます。 

ただし、カードローンの貸越、返済についての利用は、当会とカードローン取引約定のある場合に限り

ます。 

① 当会、当会が提携した他の農業協同組合（信用農業協同組合連合会を含みます。以下、「提携組合」

といいます。）もしくは当会がオンライン現金自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携した

金融機関等（以下、提携組合も含めて「入金提携先」といいます。）の現金自動貯金機（現金自動預

入払出兼用機を含みます。以下、「貯金機」といいます。）を使用してまたは当会の店舗に設置してい

るタブレット、ピンパッド等の機器を使用して、カードローンの貸越の返済、普通貯金または貯蓄貯

金（以下、これらを「貯金」といいます。）に預入れをする場合（以下、これらの取引を単に「入金」

といいます。） 

② 当会もしくは当会がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機

関等（以下、提携組合を含めて「出金提携先」といいます。）の現金自動支払機（現金自動預入払出

兼用機を含みます。以下、「支払機」といいます。）を使用して、または当会の店舗に設置しているタ

ブレット、ピンパッド等の機器を使用して、カードローンの貸越を受け、または貯金の払戻しをする

場合（以下、これらの取引を単に「払戻し」といいます。） 

③～④ （省略） 

⑤ 当会の店舗に設置しているタブレット、ピンパッド等の機器を使用して、振込の依頼、届出事項の

変更、口座振替の依頼等を行う場合 

⑥ 当会もしくは提携組合の貯金機、支払機もしくは振込機を使用して、または当会の店舗において、

当会の店舗に設置しているタブレット、ピンパッド等の機器を用いて貯金の残高や届出情報を表示

する場合 

⑦ その他当会所定の取引をする場合 

   

２．（入金） 

（１）貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面表示等の操作手順にしたがって、貯金機にカード

または通帳（当会および提携組合に限ります。）を所定の方法で挿入し、現金を投入して操作してくだ

さい。 

（２）貯金機による入金は、貯金機の機種により当会および入金提携先所定の種類の紙幣に限ります。また、

カード規定 

 

１．（カードの利用） 

普通貯金（利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型（決済用）、総合口座取引および総合口座

(普通貯金無利息型)取引の普通貯金を含みます。以下、同じです。）、貯蓄貯金について発行したキャッシ

ュカード（ＩＣチップを搭載したＩＣキャッシュカードを含みます。）およびカードローンについて発行

したローンカード（以下、これらを「カード」といいます。）は、それぞれ当該貯金口座または貸越口座

について、次の場合に利用することができます。 

ただし、カードローンの貸越、返済についての利用は、当会とカードローン取引約定のある場合に限り

ます。 

① 当会、当会が提携した他の農業協同組合（信用農業協同組合連合会を含みます。以下、「提携組合」

といいます。）および当会がオンライン現金自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携した金

融機関等（以下、提携組合も含めて「入金提携先」といいます。）の現金自動貯金機（現金自動預入

払出兼用機を含みます。以下、「貯金機」といいます。）を使用して（追加）カードローンの貸越の返

済、普通貯金または貯蓄貯金（以下、これらを「貯金」といいます。）に預入れをする場合（以下、

これらの取引を単に「入金」といいます。） 

 

② 当会および当会がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関

等（以下、提携組合を含めて「出金提携先」といいます。）の現金自動支払機（現金自動預入払出兼

用機を含みます。以下、「支払機」といいます。）を使用して（追加）カードローンの貸越を受け、ま

たは貯金の払戻しをする場合（以下、これらの取引を単に「払戻し」といいます。） 

 

③～④ （省略） 

（追加） 

 

 

 

 

⑤ その他当会所定の取引をする場合 

 

２．（貯金機による入金） 

（１）貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面表示等の操作手順に従って、貯金機にカードまた

は通帳（当会および提携組合に限ります。）を所定の方法で挿入し、現金を投入して操作してください。 

（２）貯金機による入金は、貯金機の機種により当会および入金提携先所定の種類の紙幣に限ります。また、

１回あたりの入金は、当会および入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。 
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改  正  後 改  正  前 

１回あたりの入金は、当会および入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。 

（３）入金機の代替として、ピンパッドを用いて窓口で入金する際は、当会所定の入金票に届出の氏名、金

額を記入のうえ、カードとともに提出してください。なお、入金にあたっての限度額については、前項

に定めるとおりとします。 

（４）当会の店舗においてタブレット等を用いて入金をする際は、店舗に設置されたタブレット等に届出の

氏名、金額を入力してください。 

 

３．（払戻し） 

（１）支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって支払機にカー

ドを所定の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払

戻請求書の提出は必要ありません。 

（２）支払機による払戻しは、支払機の機種により当会または出金提携先所定の金額単位とし、１回あたり

の払戻しは、当会または出金提携先所定の金額の範囲内とします。なお、１日あたりの払戻しは当会所

定の金額の範囲内とします。 

（３）支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金額と第５条第１項に規定する自動機利用手数料金

額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 

（４）ピンパッドを用いて窓口で払戻しを行う際には、当会所定の払戻請求書に金額および届出の氏名を記

入のうえ、カードとともに提出してください。なお、払戻しの際の 1 回あたりの限度額および限度額超

過時の対応は前二項に定めるとおりです。 

（５）当会の店舗においてタブレット等を用いて払戻しをする際は、店舗に設置されたタブレット等に届出

の氏名、金額を入力してください。 

 

４．（振込機による振込） 

振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機

の画面表示等の操作手順にしたがって、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証その他の所定

の事項を正確に入力してください。この場合における貯金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の

提出は必要ありません。 

 

５．～８．（省略） 

 

９．（本人確認） 

（１）当会は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当会が本人に交付したカードである

こと、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当会所定の方法により確認のうえ貯金

の払戻しを行います。 

（２）カードを、タブレット等を通して本人確認手段として利用する場合は、当会の操作手順にしたがって、

 

（追加） 

 

 

 

 

 

３．（支払機による払戻し） 

（１）支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを

所定の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請

求書の提出は必要ありません。 

（２）支払機による払戻しは、支払機の機種により当会または出金提携先所定の金額単位とし、１回あたり

の払戻しは、当会または出金提携先所定の金額の範囲内とします。なお、１日あたりの払戻しは当会所

定の金額の範囲内とします。 

（３）支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金額と第５条第１項に規定する自動機利用手数料金

額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 

（追加） 

 

 

 

 

 

４．（振込機による振込） 

振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機

の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証その他の所定の事

項を正確に入力してください。この場合における貯金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出

は必要ありません。 

 

５．～８．（省略） 

 

（追加） 
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改  正  後 改  正  前 

当会所定の端末にカードを挿入し、届出の暗証を正確に入力してください。 

（３）当会は、前記によりタブレット等に入力された暗証と、届出の暗証との一致を確認することにより本

人確認を行うものとします。 

（４）当会所定の場合には、前二項に加え、本人確認書類の提示等当会所定の手続を行うことがあります。 

 

 

 

１０．（カード・暗証の管理等） 

 （削除） 

 

 

（１）カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測さ

れやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等

により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみ

やかに本人から当会に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し

停止の措置を講じます。 

（２）当会が、前記９の本人確認手続を行ったうえで、払戻し、払戻請求書、諸届その他の書類を取り扱っ

た場合（当会が預金の払戻しに応じたことを含みます。）は、カードまたは暗証につき事故があっても、

そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、後記１１および１２に定める場

合にはこの限りではありません。 

（３）（省略） 

 

１１．（偽造カード等による払戻し等） 

 （省略） 

 

１２．（盗難カードによる払戻し等） 

  （省略） 

 

１３．（カードの紛失、届出事項の変更等） 

（１）（省略） 

（２）前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機（当会および都内の提携組合に限ります。）

およびタブレット等により届出ることができます。この場合、貯金機、支払機、振込機およびタブレッ

ト等の画面表示等の操作手順にしたがって貯金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届

出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわらず、書面による届

出は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

９．（カード・暗証の管理等） 

（１）当会は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的情報が、当会が本

人に交付したカードに関して登録されている電磁的または電子的情報と一致すること、および入力さ

れた暗証と届出の暗証とが一致することを当会所定の方法により確認のうえ払戻しを行います。 

（２）カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測さ

れやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等

により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみ

やかに本人から当会に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し

停止の措置を講じます。 

 （追加） 

 

 

 

（３）（省略） 

 

１０．（偽造カード等による払戻し等） 

 （省略） 

 

１１．（盗難カードによる払戻し等） 

  （省略） 

 

１２．（カードの紛失、届出事項の変更等） 

（１）（省略） 

（２）前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機（当会および都内の提携組合に限ります。）

（追加）により届出ることができます。この場合、貯金機、支払機、振込機（追加）の画面表示等の操

作手順に従って貯金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および変更後の暗

証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわらず、書面による届出は必要ありません。 
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改  正  後 改  正  前 

（３）（省略） 

 

１４．（カードの再発行等） 

 （省略） 

 

１５．（貯金機、支払機、振込機への誤入力等） 

 （省略） 

 

１６．（解約、カードの利用停止等） 

（１）～（２） （省略） 

（３）次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当会から請求があり次第直ちに

カードを当店に返却してください。ただし、後記③の場合は、当会の窓口において当会所定の本人確認

書類の提示を受け、当会が本人であることを確認できたときに停止を解除します。 

① 第 17 条に定める規定に違反した場合 

② 普通貯金規定、総合口座取引規定または貯蓄貯金規定により貯金口座の貯金取引が停止された場

合 

③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当会が別途表示する一定の期間が経過した場合 

④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当会が判断した場合 

 

１７．（譲渡、質入れ等の禁止） 

 （省略） 

 

１８．（規定の適用） 

 （省略） 

 

以上 

（２０２５年２月１日現在） 

（３）（省略） 

 

１３．（カードの再発行等） 

 （省略） 

 

１４．（貯金機、支払機、振込機への誤入力等） 

 （省略） 

 

１５．（解約、カードの利用停止等） 

 （１）～（２） （省略） 

（３）次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当会から請求があり次第直ち

にカードを当店に返却してください。ただし、後記③の場合は、当会の窓口において当会所定の本人確

認書類の提示を受け、当会が本人であることを確認できたときに停止を解除します。 

① 第 16 条に定める規定に違反した場合 

② 普通貯金規定、総合口座取引規定または貯蓄貯金規定により貯金口座の貯金取引が停止された場

合 

③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当会が別途表示する一定の期間が経過した場合 

④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当会が判断した場合 

 

１６．（譲渡、質入れ等の禁止） 

 （省略） 

 

１７．（規定の適用） 

 （省略） 

 

以上 

（２０２０年４月１日現在） 

 



改  正  後 改  正  前 

法人用カード規定 

 

１．（省略） 

 

２．（貯金機による入金） 

（１）貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面表示等の操作手順にしたがって、貯金機にカー

ドまたは通帳（当会および提携組合に限ります。）を所定の方法で挿入し、現金を投入して操作してく

ださい。 

（２）（省略） 

 

３．（支払機による払戻し） 

（１）支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって支払機にカ

ードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳およ

び払戻請求書の提出は必要ありません。 

（２）～（３）（省略） 

 

４．（振込機による振込） 

振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機

の画面表示等の操作手順にしたがって、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証その他の所定

の事項を正確に入力してください。この場合における普通貯金の払戻しについては、通帳および払戻請求

書の提出は必要ありません。 

 

５．～１１．（省略） 

 

１２．（カードの紛失、届出事項の変更等） 

 （１）（省略） 

 （２）前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機により届出ることができます。この場合、

貯金機、支払機、振込機の画面表示等の操作手順にしたがって貯金機、支払機、振込機にカードを所

定の方法で挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にか

かわらず、書面による届出は必要ありません。 

 （３）（省略） 

 

１３．～１７．（省略） 

以上 

（２０２５年２月１日現在） 

法人用カード規定 

 

１．（省略） 

 

２．（貯金機による入金） 

（１）貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面表示等の操作手順に従って、貯金機にカードま

たは通帳（当会および提携組合に限ります。）を所定の方法で挿入し、現金を投入して操作してくださ

い。 

（２）（省略） 

 

３．（支払機による払戻し） 

（１）支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って支払機にカード

を所定の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払

戻請求書の提出は必要ありません。 

 （２）～（３）（省略） 

 

４．（振込機による振込） 

振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機

の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証その他の所定の事

項を正確に入力してください。この場合における普通貯金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の

提出は必要ありません。 

 

５．～１１．（省略） 

 

１２．（カードの紛失、届出事項の変更等） 

 （１）（省略） 

 （２）前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機により届出ることができます。この場合、

貯金機、支払機、振込機の画面表示等の操作手順に従って貯金機、支払機、振込機にカードを所定の

方法で挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわ

らず、書面による届出は必要ありません。 

 （３）（省略） 

 

１３．～１７．（省略） 

以上 

（２０２０年４月１日現在） 



改  正  後 改  正  前 

ＪＡカード（一体型）規定 

 

１．～２．（省略） 

 

３．（ＪＡカード（一体型）の取り扱い） 

（１）利用者は、貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会等の取り引きが可能な機器（以

下、「自動機」といいます。）においてＪＡカード（一体型）を利用する場合は、ＪＡカード（一体型）

表面に記載されているカード挿入方向の指示にしたがって、ＩＣキャッシュカード機能とクレジット

カード機能を使い分けするものとします。 

（２）～（３） （省略） 

 

４．～１４ （省略） 

以上 

（２０２５年２月１日現在） 

ＪＡカード（一体型）規定 

 

１．～２．（省略） 

 

３．（ＪＡカード（一体型）の取り扱い） 

（１）利用者は、貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会等の取り引きが可能な機器（以

下、「自動機」といいます。）においてＪＡカード（一体型）を利用する場合は、ＪＡカード（一体型）

表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、ＩＣキャッシュカード機能とクレジットカー

ド機能を使い分けするものとします。 

（２）～（３） （省略） 

 

４．～１４ （省略） 

以上 

（２０２０年４月１日現在） 

 


